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監査の結果の公表について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第１項、第２項及び第４項の規定に 

基づき、令和５年３月に富山県監査委員監査基準に準拠し実施した監査の結果を、 

同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

  令和５年４月28日 

                    富山県監査委員 筱 岡  貞 郎  

                    富山県監査委員 永 森  直 人  

                    富山県監査委員 田 中  篤 人  

                    富山県監査委員 髙 橋  正 樹  

 

１ 県の機関 

 ⑴ 監査対象箇所                    監 査 年 月 日 

厚 生 部 高 岡 厚 生 セ ン タ ー 令和５年３月２日 

  同 砺 波 厚 生 セ ン タ ー 令和５年３月２日 

  同 砺 波 学 園 令和５年３月16日 

  同 心 の 健 康 セ ン タ ー 令和５年３月16日 

  同 食 肉 検 査 所 令和５年３月17日 

農林水産部 西 部 家 畜 保 健 衛 生 所 令和５年３月９日 
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   監査対象箇所                    監 査 年 月 日 

教育委員会 東 部 教 育 事 務 所 令和５年３月１日 

  同 入 善 高 等 学 校 令和５年３月24日 

  同 桜 井 高 等 学 校 令和５年３月17日 

  同 魚 津 高 等 学 校 令和５年３月６日 

  同 上 市 高 等 学 校 令和５年３月１日 

  同 雄 山 高 等 学 校 令和５年３月７日 

  同 八 尾 高 等 学 校 令和５年３月23日 

  同 富 山 西 高 等 学 校 令和５年３月30日 

  同 富 山 南 高 等 学 校 令和５年３月１日 

  同 呉 羽 高 等 学 校 令和５年３月７日 

  同 小 杉 高 等 学 校 令和５年３月１日 

  同 新 湊 高 等 学 校 令和５年３月２日 

  同 高 岡 工 芸 高 等 学 校 令和５年３月29日 

  同 高 岡 商 業 高 等 学 校 令和５年３月29日 

  同 伏 木 高 等 学 校 令和５年３月24日 

  同 福 岡 高 等 学 校 令和５年３月24日 

  同 氷 見 高 等 学 校 令和５年３月24日 

  同 砺 波 工 業 高 等 学 校 令和５年３月２日 

  同 石 動 高 等 学 校 令和５年３月17日 

  同 と な み 野 高 等 学 校 令和５年３月６日 

  同 富 山 高 等 支 援 学 校 令和５年３月24日 

  同 高 志 支 援 学 校 令和５年３月29日 

  同 高 岡 聴 覚 総 合 支 援 学 校 令和５年３月13日 

  同 高 岡 支 援 学 校 令和５年３月27日 
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   監査対象箇所                    監 査 年 月 日 

教育委員会 高 岡 高 等 支 援 学 校 令和５年３月27日 

公安委員会 黒 部 警 察 署 令和５年３月14日 

  同 上 市 警 察 署 令和５年３月１日 

  同 富 山 南 警 察 署 令和５年３月14日 

  同 氷 見 警 察 署 令和５年３月29日 

 

 ⑵ 監査対象年度 

   令和３年度及び令和４年度 

 

 ⑶ 監査結果 

   財務に関連する事務事業の執行等が適正かつ効率的に行われているか等につ 

  いて、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確認するなどの方法に 

  より監査したところ、大方の監査対象箇所において、おおむね適正に行われて 

  いると認められたが、一部において次のとおり留意改善すべき事項があったの 

  で、今後、一層適正な執行に努められたい。 

 

 <<注意事項>> 

  ア 特殊勤務手当の支給に誤りがあった。（２箇所） 

  イ 通勤手当の支給に誤りがあった。（２箇所） 

  ウ 資金前渡金の取扱いに適性を欠くものがあった。 

  エ 支払が遅延しているものがあった。 

  オ 交通事故による損害が生じた。（２箇所） 

  カ 建物の損傷による損害賠償があった。 
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